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令和５年第６回駒ヶ根市議会定例会議事日程（第４号） 

令和５年１２月１９日（火曜日） 

午前１０時００分  開  議 

第１ 諸般の報告 

第２ 追加議案の上程及び提案説明 

議案第７３号 駒ヶ根市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

議案第７４号 令和５年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第９号） 

議案第７５号 物損事故に係る損害賠償の額を定めることについて 

第３ 議案に対する質疑及び委員会付託 

議案第７３号 駒ヶ根市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

議案第７４号 令和５年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第９号） 

議案第７５号 物損事故に係る損害賠償の額を定めることについて 

第４ 委員長報告、質疑、討論及び採決 

議案第６６号 駒ヶ根市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

議案第６７号 駒ヶ根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

議案第６８号 駒ヶ根市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

議案第６９号 駒ヶ根市地域介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

議案第７０号 令和５年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第８号） 

議案第７１号 財産の処分について 

議案第７２号 公の施設の指定管理者の指定について 

議案第７３号 駒ヶ根市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

議案第７４号 令和５年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第９号） 

議案第７５号 物損事故に係る損害賠償の額を定めることについて 

第５ 陳情の審査報告、質疑、討論及び採決 

陳情第７号 えん罪被害者を一刻も早く救済するために再審制度の速やかな改正を求める意見書の提出に関す

る陳情書 

第６ 意見書の上程、提案説明、質疑、討論及び採決 

議 第５号 日本政府の外交努力による、ハマス等パレスチナ武力勢力及びイスラエル双方に対して直ちに恒

久的な停戦を求める等の意見書 

 

市長挨拶 
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出席議員（１４名） 

１番 竹 上 陽 子  ２番 小 林 敏 夫 

３番 今 堀 雷 三  ４番 （欠員） 

５番 小 原 晃 一  ６番 池 田 幸 代 
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本 日 の 会 議 に 付 議 し た 事 件 

議事日程（第４号）記載のとおり 

午前１０時００分 開議 

○局  長（下平 和弘君） 御起立をお願いします。（一同起立）礼。（一同礼）御着席ください。（一同着

席） 

○議  長（小原 茂幸君） おはようございます。（一同「おはようございます」） 

直ちに本日の会議を開きます。 

議員定数１５名、欠員１名、ただいまの出席議員数１４名、定足数に達しております。 

日程はタブレットに掲載してあります。 

日程に従い会議を進行いたします。 

日程第１ 諸般の報告をいたさせます。 

〇局  長（下平 和弘君） 報告いたします。 

１２月１３日付にて市長から次のとおり追加議案の送付がありました。 

議案第７３号 駒ヶ根市手数料徴収条例の一部を改正する条例など、条例１件、補正予算１件、事件１件の合

計３件でございます。 

また、議員提案によります意見書案１件が提出されております。 

意見書案につきましてはタブレットに掲載してあります。 

意見書案の朗読は日程の中で申し上げます。 

以上でございます。 

○議  長（小原 茂幸君） 日程第２ 

議案第７３号 駒ヶ根市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

議案第７４号 令和５年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第９号） 

及び 

議案第７５号 物損事故に係る損害賠償の額を定めることについて 

以上、条例１議案、補正予算１議案、事件１議案を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

〇民生部長（中村 竜一君） 議案第７３号 駒ヶ根市手数料徴収条例の一部を改正する条例について提案説

明申し上げます。 

初めに議案第７３号資料を御覧ください。 

今回の手数料徴収条例の改正は、戸籍法の改正により戸籍に係る手続が追加されることに伴い手数料の規定を

追加するものです。 

「１ 戸籍法の一部改正について」にありますように、令和元年に公布された戸籍法の改正のうち、令和６年

３月１日から次の３つの手続が追加されます。 

（１）戸籍謄本等の広域公布につきましては、現状、戸籍・除籍謄本は本籍地の市区町村に請求しなければな

りませんが、改正により本籍地以外の最寄りの市区町村窓口で請求が可能となります。 
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（２）戸籍・除籍・電子証明書提供用識別符号の発行につきましては、戸籍謄本等の提出が必要な行政手続に

おいて市区町村が発行する戸籍・除籍・電子証明書提供用識別符号、これはパスワードに相当するものになりま

すが、これを行政機関に提供することで行政機関が戸籍等の電子証明書をダウンロードすることが可能となり、

謄本の提出が不要となるものです。 

図の中ほどにあります②識別符号の発行時に手数料が発生します。当面活用できる行政手続はパスポート申請

など限定的ですが、今後は利用可能な手続が拡大されていくと見込まれます。 

（３）届け書等の情報内容証明書の交付等につきましては、戸籍の届け書等情報について届け書等の書類を画

像情報として電子的に記録したものの内容に係る証明書の交付請求及びこの情報の内容を出力したものの閲覧請

求が可能となります。 

２ 手数料徴収条例の改正につきましては、上記戸籍法の改正に伴いまして全国的に統一して定めることが必

要とされている手数料について定めている地方公共団体の手数料の標準に関する政令が１２月６日に改正された

ことから、政令に準じて所要の改正を行うものです。 

改正内容は、（１）事務の追加として戸籍・除籍謄本等の広域交付、届け書等情報内容証明書の交付等を追加、

（２）手数料の新設として戸籍・除籍・電子証明書提供用識別符号の発行手数料、戸籍１件につき 400 円、除籍

１件につき 700 円を新たに規定します。 

なお、マイナポータルを使用して識別符号の発行と同時に戸籍の電子証明と同一事項の戸籍謄本等を請求する

場合は、手数料は発生しません。 

施行期日については戸籍法の施行日と同日の令和６年３月１日とするものです。 

議案書７３―２ページをお願いします。 

７３―２ページから７３―５ページにかけて改正条例案になります。 

別表第１中、戸籍法の規定に基づく戸籍に関する事務手数料に係る項を先ほど説明した内容に改めるものです。 

説明は以上です。 

御審議、よろしくお願いいたします。 

〇総務部長（吉澤 一義君） それでは議案書７４―１ページをお願いいたします。 

議案第７４号 令和５年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第９号）について提案説明を申し上げます。 

第１条にありますように、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 2 億 9,367 万 2,000 円を追加し、予算の総額を 166

億 3,434 万 4,000円とさせていただくものでございます。 

今回の補正は、エネルギーや食料品、また資材や原材料等の価格高騰の影響を受けている生活者や事業者を支

援する緊急経済対策予算を追加する補正となっております。 

補正予算の内容につきまして事項別明細書で説明いたしますので、７４―４ページをお願いいたします。 

初めに歳入でございます。 

１６款２項２目 総務費国庫補助金ですが、今回の緊急経済対策に充てるため物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金を増額するものでございます。 

歳入は以上でございます。 

次に歳出でございますが、今回計上した補正予算は全て臨時交付金を活用した価格高騰支援緊急経済対策とし
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て行う事業でございます。 

各事業の内容をまとめたものを別冊資料としたブレットに入れてございますので、そちらは後刻お目通しをい

ただければと存じます。 

議案書７４―６ページをお願いいたします。 

款３ 民生費、１項１目 社会福祉総務費でございますが、住民税非課税世帯及び家計急変により同水準となっ

ている世帯に対し臨時特別給付金１世帯当たり 7 万円を支給するための事業費を追加するものでございます。 

７４―８ページをお願いいたします。 

款６ 農林水産業費、１項３目 農業振興費でございますが、ここでは２つの事業を計上してございます。 

７４―９ページをお願いいたします。 

交付金１つ目の施設型農家燃油高騰対策支援事業でございますが、燃油価格の高騰により厳しい経営環境にあ

る加温設備を備えた施設型農家に対しまして施設面積に応じ 5 万円～30万円の経営支援を行うもの。 

２つ目の畜産農家飼料高騰対策支援事業でございますが、飼料の高騰等により厳しい経営環境にある畜産農家

に対しまして牛１頭当たり 5,000 円、上限 50 万円の経営支援を行うものでございます。 

７４―１０ページをお願いいたします。 

款７ 商工費、１項２目 商工業振興費でございますが、ここでは４つの事業を計上してございます。 

７４―１１ページをお願いいたします。 

補助金の１つ目は、本年９月の補正第５号でお願いをいたしました中小事業者等エネルギーコスト削減事業、

これは省エネ化に向けた設備、機器の更新で県の助成金の対象とならない規模のものへの支援でございますが、

要望が多いことから事業費を追加させていただくもの。 

２つ目、商店街街路灯等省エネルギー対策支援事業でございますが、商店街等が管理する街路灯に係る負担の

軽減のため、ＬＥＤ化及び老朽化したＬＥＤの更新等にかかる費用に対し事業費の一部を補助するもの。 

３つ目、飲食店応援チケット事業でございますが、市内飲食店はコロナ禍による生活様式の変化、また物価高

の影響を受けていることから、市民向けに飲食店応援チケットを販売するものでございます。１セット 7,000 円

分のチケットを 5,000 円で販売し、１万 1,000セットの発行を予定してございます。 

次に、交付金、運送事業者等燃料高騰対策応援事業でございますが、燃料高騰により大きな影響を受けている

市内運送事業者等を支援するため、路線バスや貸切りバスの事業者、一般貨物自動車運送事業者には所有する自

動車１台当たり 5万円を、またタクシー事業者や運転代行業者、貨物軽自動車運送業者には１台当たり 3万円を、

１社当たり６０台を限度に支援させていただくものでございます。 

歳出は以上でございます。 

７４―１２ページ・１３ページは給与費明細書となっておりますので、後刻お目通しをお願いしたいと存じま

す。 

説明は以上でございます。 

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○教育次長（北澤 英二君） 次に議案書７５ページをお願いいたします。 

議案第７５号 物損事故に係る損害賠償の額を定めることについて提案説明を申し上げます。 
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物損事故に係る損害賠償の額を定めることについて議会の議決を求めるものでございます。 

内容でございますが、相手方は御覧のとおりでございます。 

事故の概要ですが、令和５年１０月２５日午前９時頃、赤穂南小学校駐車場において同校用務員が草刈り機を

使用して除草作業を実施していたところ、草刈り機が小石を飛ばし、同校内に駐車していた相手方車両に当たり

後部座席左側ドア及び窓ガラスを損傷したものでございます。 

損害賠償の額は 35万 1,229 円です。 

示談の内容でございますが、市の過失割合を 100％として、市は相手方に 35 万 1,229円を賠償するものでござ

います。 

今後の対策でございますが、今回の事故は、草刈り作業時における周辺への注意、確認等、飛散防止策が不十

分で車両へ損傷を与えたものでございます。 

今後、作業時には車両の移動、コンパネ等の対応の徹底を行うなど安全管理に努め、校長会等で関係者への周

知徹底を図り、再発防止に努めてまいります。 

以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議  長（小原 茂幸君） これをもって提案説明を終結いたします。 

議案調査のため暫時休憩といたします。再開は午前１０時２５分といたします。 

休憩。 

午前１０時１４分 休憩 

午前１０時２５分 再開 

○議  長（小原 茂幸君） 再開いたします。 

休憩前に引き続き会議を続行いたします。 

日程第３ 

議案第７３号 駒ヶ根市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

議案第７４号 令和５年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第９号） 

及び 

議案第７５号 物損事故に係る損害賠償の額を定めることについて 

以上、条例１議案、補正予算１議案、事件１議案を一括議題として、これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

○６  番（池田 幸代君） こちらのエネルギー、食料品等の価格高騰支援緊急経済対策の関係なんですけ

ど、給付対象者の住民税非課税世帯と、それから家計急変世帯は大体これくらいの世帯数だったかなと思うんで

すが、駒ヶ根市ではこの増加傾向について今どういう状況にあるかということを１点お聞きしたいのがあります。 

それから実施期間なんですが、年内――12 月から、年度内――来年３月までということなんですけど、大体年

内に何件くらい振込ができるのか、それで、完了を来年３月――年度内というふうに考えていらっしゃると思う

んですが、大体いつ頃までに皆さんのところにこちらの送金ができるのかという時期について教えてください。 

○民生部長（中村 竜一君） 対象の世帯数ですけれども、今回は５年度の住民税非課税世帯ということで、

７月に 3万円の給付を行っておりますけれども、基本的にはその世帯をベースとして、１２月１日時点での状況
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で給付しますので、ちょっと増減についてはここでは何とも申し上げられませんけれども、予定とすると 3,000

世帯分を予算化しております。 

ちなみに、７月からの交付――3 万円の給付につきましては 2,500 世帯余となっておりまして、家計急変のほ

うはこれまでに１０世帯ということになっております。 

支給の時期ですけれども、システム改修が１月中旬にできるという予定となっておりますので、システム改修

次第、通知を出しまして、支給開始は２月になるかと思います。それで、一応、今のところは年度内での支給を

してまいりたいというふうに考えております。（池田議員「分かりました」と呼ぶ） 

○議  長（小原 茂幸君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第７３号から議案第７５号までについては、タブレットに掲載してありま

す議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

議案第７４号については、総務産業委員会は教育民生建設委員会と連携を取り審査してください。 

各常任委員会は直ちに委員会を開催し、内容を審査の上、議長まで審査結果の報告を願います。 

委員会審査のため暫時休憩といたします。再開は放送によりお知らせいたします。 

休憩。 

午前１０時２８分 休憩 

午後 １時２０分 再開 

○議  長（小原 茂幸君） 再開いたします。 

休憩前に引き続き会議を続行いたします。 

日程第４ 

議案第６６号 駒ヶ根市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

を議題といたします。 

本案は去る１１月２９日の会議において総務産業委員会に付託してあります。 

総務産業委員長より審査結果の報告を求めます。 

○総務産業委員長（竹村 知子君） 総務産業委員会審査報告。 

１１月２９日の会議において本委員会に付託された議案第６６号 駒ヶ根市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、１２月１４日、委員会を開き内容を慎重に審査した結

果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。 

○議  長（小原 茂幸君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて討論を終結いたします。 

これより議案第６６号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 

次に、 

議案第６７号 駒ヶ根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

を議題といたします。 

本案は去る１１月２９日の会議において教育民生建設委員会に付託してあります。 

教育民生建設委員長より審査結果の報告を求めます。 

○教育民生建設委員長（小原 晃一君） 教育民生建設委員会審査報告。 

１１月２９日の会議において本委員会に付託された議案第６７号 駒ヶ根市行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例につきましては、１２月１３日、委員会を開き内容を慎重に審査した結果、全会一致で原案を可決

すべきものと決定したので報告します。 

○議  長（小原 茂幸君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて討論を終結いたします。 

これより議案第６７号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

次に、 

議案第６８号 駒ヶ根市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

を議題といたします。 

本案は去る１１月２９日の会議において総務産業委員会に付託してあります。 
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総務産業委員長より審査結果の報告を求めます。 

○総務産業委員長（竹村 知子君） 総務産業委員会審査報告。 

１１月２９日の会議において本委員会に付託された議案第６８号 駒ヶ根市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例につきましては、１２月１４日、委員会を開き内容を慎重に審査した結果、原案を可決すべきものと決

定したので報告します。 

○議  長（小原 茂幸君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて討論を終結いたします。 

これより議案第６８号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 

次に、 

議案第６９号 駒ヶ根市地域介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

を議題といたします。 

本案は去る１１月２９日の会議において教育民生建設委員会に付託してあります。 

教育民生建設委員長より審査結果の報告を求めます。 

○教育民生建設委員長（小原 晃一君） 教育民生建設委員会審査報告。 

１１月２９日の会議において本委員会に付託された議案第６９号 駒ヶ根市地域介護予防拠点施設の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例につきましては、１２月１３日、委員会を開き内容を慎重に審査した結

果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。 

○議  長（小原 茂幸君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて討論を終結いたします。 
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これより議案第６９号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。 

次に、 

議案第７０号 令和５年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第８号） 

を議題といたします。 

本案は去る１１月２９日の会議において総務産業委員会に付託してあります。 

総務産業委員長より審査結果の報告を求めます。 

○総務産業委員長（竹村 知子君） 総務産業委員会審査報告。 

１１月２９日の会議において本委員会に付託された議案第７０号 令和５年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第

８号）につきましては、１２月１４日、委員会を開き内容を慎重に審査し、教育民生建設委員会と連携を取った

結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。 

○議  長（小原 茂幸君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて討論を終結いたします。 

これより議案第７０号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 

次に、 

議案第７１号 財産の処分について 

を議題といたします。 

本案は去る１１月２９日の会議において教育民生建設委員会に付託してあります。 

教育民生建設委員長より審査結果の報告を求めます。 

○教育民生建設委員長（小原 晃一君） 教育民生建設委員会審査報告。 

１１月２９日の会議において本委員会に付託された議案第７１号 財産の処分についてにつきましては、１２

月１３日、委員会を開き内容を慎重に審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定したので報告しま



- 156 - 

す。 

○議  長（小原 茂幸君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて討論を終結いたします。 

これより議案第７１号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、議案第７１号は原案のとおり可決されました。 

次に、 

議案第７２号 公の施設の指定管理者の指定について 

を議題といたします。 

本案は去る１１月２９日の会議において総務産業委員会に付託してあります。 

総務産業委員長より審査結果の報告を求めます。 

○総務産業委員長（竹村 知子君） 総務産業委員会審査報告。 

１１月２９日の会議において本委員会に付託された議案第７２号 公の施設の指定管理者の指定についてにつ

きましては、１２月１４日、委員会を開き内容を慎重に審査し、教育民生建設委員会と連携を取った結果、原案

を可決すべきものと決定したので報告します。 

○議  長（小原 茂幸君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて討論を終結いたします。 

これより議案第７２号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、議案第７２号は原案のとおり可決されました。 

次に、 

議案第７３号 駒ヶ根市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

を議題といたします。 

本案は本日の会議において教育民生建設委員会に付託してあります。 

教育民生建設委員長より審査結果の報告を求めます。 

○教育民生建設委員長（小原 晃一君） 教育民生建設委員会審査報告。 

１２月１９日の会議において本委員会に付託された議案第７３号 駒ヶ根市手数料徴収条例の一部を改正する

条例につきましては、１２月１９日――本日、委員会を開き内容を慎重に審査した結果、原案を可決すべきもの

と決定したので報告します。 

○議  長（小原 茂幸君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて討論を終結いたします。 

これより議案第７３号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。 

次に、 

議案第７４号 令和５年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第９号） 

を議題といたします。 

本案は本日の会議において総務産業委員会に付託してあります。 

総務産業委員長より審査結果の報告を求めます。 

○総務産業委員長（竹村 知子君） 総務産業委員会審査報告。 

本日の会議において本委員会に付託された議案第７４号 令和５年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第９号）に

つきましては、本日、委員会を開き内容を慎重に審査し、教育民生建設委員会と連携を取った結果、原案を可決

すべきものと決定したので報告します。 

○議  長（小原 茂幸君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて討論を終結いたします。 

これより議案第７４号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、議案第７４号は原案のとおり可決されました。 

次に、 

議案第７５号 物損事故に係る損害賠償の額を定めることについて 

を議題といたします。 

本案は本日の会議において教育民生建設委員会に付託してあります。 

教育民生建設委員長より審査結果の報告を求めます。 

○教育民生建設委員長（小原 晃一君） 教育民生建設委員会審査報告。 

１２月１９日の会議において本委員会に付託された議案第７５号 物損事故に係る損害賠償の額を定めること

についてにつきましては、１２月１９日――本日、委員会を開き内容を慎重に審査した結果、全会一致で原案を

可決すべきものと決定したので報告します。 

○議  長（小原 茂幸君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて討論を終結いたします。 

これより議案第７５号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、議案第７５号は原案のとおり可決されました。 

日程第５ 陳情の審査報告、質疑、討論及び採決に入ります。 

陳情第７号 えん罪被害者を一刻も早く救済するために再審制度の速やかな改正を求める意見書の提出に関す

る陳情書 
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を議題といたします。 

本陳情は去る１１月２９日の会議において総務産業委員会に付託してあります。 

総務産業委員長より審査結果の報告を求めます。 

○総務産業委員長（竹村 知子君） 総務産業委員会審査報告。 

１１月２９日の会議において本委員会に付託された陳情第７号 えん罪被害者を一刻も早く救済するために再

審制度の速やかな改正を求める意見書の提出に関する陳情書につきましては、１２月１４日、委員会を開き内容

を慎重に審査した結果、趣旨採択と決定したので報告します。 

○議  長（小原 茂幸君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） これにて討論を終結いたします。 

これより陳情第７号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は趣旨採択であります。 

本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、陳情第７号は趣旨採択とすることに決しまし

た。 

日程第６ 

議 第５号 日本政府の外交努力による、ハマス等パレスチナ武力勢力及びイスラエル双方に対して直ちに恒

久的な停戦を求める等の意見書 

を議題といたします。 

意見書案を朗読いたさせます。 

○局  長（下平 和弘君） 朗読 

○議  長（小原 茂幸君） 提案理由の説明を求めます。 

○７  番（中島 和彦君） 意見書提出に当たって提案理由の説明を行います。 

イスラエルとハマスなどの武装勢力との間の戦闘は、かつてないほど激化し、民間人を壊滅的な状況に追い込

んでいます。罪のない一般市民に多大な被害が発生し、死傷者の数は前例がないほどに増え、日々数え切れない

ほどの人生が打ち砕かれ、引き裂かれています。 

毎日の報道に誰もが心を痛め、一日も早い戦闘の中止や停戦、人質の解放を願っているところです。暴力の連

鎖には終止符をとの願いは切実です。 

政府には、ハマス等、パレスチナ武装勢力及びイスラエル双方に対して、直ちに恒久的な停戦と捕らえられて
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いる人質の解放のために外交努力を一層強めること、また国連決議を尊重し人道的かつ平和的な支援を行うこと

等、最善の努力を行っていただくことを求めます。 

駒ヶ根市議会としての考えを踏まえた意見書を提出いたします。 

議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 

以上、提案説明とさせていただきます。 

○議  長（小原 茂幸君） これをもって提案説明を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案は質疑及び討論を省略して直ちに表決に付したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。 

これより議 第７号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、議 第７号は原案のとおり可決されました。 

お諮りいたします。 

ただいま意見書が可決されましたが、その条項、字句、その他の整理を要するものにつきましては、その整理

を議長に委任されたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（小原 茂幸君） 御異議なしと認めます。よって、条項、字句、その他の整理は議長に委任する

ことに決しました。 

以上をもって今期定例会の会議に付議された事件は全て議了いたしました。 

市長挨拶。 

○市  長（伊藤 祐三君） 令和５年第６回市議会定例会の閉会に当たりまして挨拶を申し上げます。 

去る１１月２９日に開会されました本定例会に提案いたしまた条例案件をはじめ、多数の重要案件につきまし

て熱心かつ慎重なる御審議をいただき、いずれも原案どおり御決定を賜り、本日ここに閉会の運びとなりました。

心から厚く御礼を申し上げます。 

今会期中に議員の皆様から賜りました御意見、御提言、御要望につきましては、十分これを尊重し検討いたし

まして、今後の市政運営を図ってまいります。 

さて、今年を振り返りますと、国際情勢では、ロシアによるウクライナ侵攻は２月で１年が経過し、戦況は膠

着状態に陥っております。さらに、１０月にはハマスがイスラエルに大規模攻撃し、イスラエルの報復により現

地では深刻な人道危機が起きております。アフリカなど、ほかの地域でも紛争が続き、不安定な国際情勢となっ

ております。 

一方、世界保健機関――ＷＨＯは、５月、新型コロナウイルスの国際的な公衆衛生上の緊急事態を解除いたし
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ました。緊急事態宣言からおよそ３年３か月、世界は未知のウイルスとの闘いを経てコロナ禍前の状態に戻りつ

つあります。 

日本でも、国が新型コロナウイルスの感染症法上の分類を季節性インフルエンザと同様の５類に引下げ、ウイ

ズコロナ時代が本格的にスタートいたしました。 

私が市長就任とほぼ同時に始まったコロナ禍は、当初は出口の見えない状況でありました。令和３年２月から

ワクチン接種対策室を設置し、医療関係の皆さんと力を合わせ、市民の皆さんの御協力もいただき、前例のない

規模の接種に取り組みました。オール駒ヶ根の態勢を築き、かつてない危機を乗り越えることができました。御

協力をいただきました全ての皆様に改めてお礼を申し上げます。 

さて、内閣府が１１月２２日発表いたしました月例経済報告は一部に足踏みも見られるとして１０か月ぶりに

景気判断を引き下げました。設備投資の持ち直しに足踏みが見られることが要因とされています。 

一方、内閣府が１２月８日発表しました７月～９月の国際総生産改定値は、実質の季節調整値が前期比 0.7％

減、年換算では 2.9％減となり、４・四半期ぶりのマイナス成長となりました。内需の柱である個人消費が下方

修正されたことが影響したと見られます。 

こうした状況を踏まえ、国は物価高や所得向上、成長力の強化、社会変革の推進、防災・減災等の経済再生に

向けた施策を盛り込んだ 13 兆 1,000 億円規模のデフレ完全脱却のための総合経済対策の補正予算を成立させ、

日本経済を新たなステージに移行させるとしております。 

駒ヶ根市内の経済情勢は、国際的な原材料価格の上昇や円安の影響によりエネルギーなどの物価上昇の継続や、

いずれの業種でも人手不足が課題となるなど、厳しい状況に置かれ、市民生活に影響が出ております。 

本日上程し可決いただきました一般会計補正予算（第９号）は国の総合経済対策を受けまして編成したもので

あります。物価高騰による負担が大きい低所得世帯の方々への給付金の支給など、緊急性の高い項目を盛り込ん

でおり、今後速やかに進め、市民の皆さんの暮らしを下支えしてまいります。 

さて、私に与えられました４年の任期は来年１月までとなりました。これまで全身全霊を傾けて市政の進展と

住民福祉増進のために職責を務めてまいりました。 

振り返りますと、就任当初、駒ヶ根市は２つの危機に直面をしておりました。 

１つは先ほど申し上げましたコロナ禍であります。前例のない規模のワクチン接種や公共施設の一時閉鎖、小

中学校の休校、商店の皆様への営業時間短縮のお願いなど、様々な対応に取り組みました。市民の皆様には接種

会場の受付など多くの御協力をいただき、オール駒ヶ根の力で乗り越えることができました。御理解をいただい

たことに改めて感謝をいたします。 

もう一つは財政です。将来負担比率が全国市町村でワースト５位という厳しい状況に直面をしておりました。

財政は町の基礎体力であります。公共施設の１割削減や道路財源の見える化、３年で原則として全事業を見直す

サンセット方式の導入など、駒ヶ根市として初めてスリム化に取り組みました。同時にふるさと納税が４年連続

で過去最高を更新するなど、基金を 2.5 倍に増加、将来負担比率は半分以下に減らすことができました。市民の

皆さんの御理解のたまものであります。 

さらに、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により暮らし方や働き方が大きく変わり、社会を支える価値

観も変容するなど、歴史的な転換点を迎えたことを踏まえ、新たなまちづくりのビジョンとして第５次総合計画
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を前倒しで策定いたしました。 

２つの危機を乗り越え、いよいよ飛躍のステージは整ったと考えております。 

計画期間の２年目を迎えた総合計画では、少子化対策・子育て支援、共生社会づくり、生涯活躍のまちづくり

を軸とした中心市街地再構築、竜東振興、地域資源を生かした観光地域づくり、カーボンニュートラル推進の６

つの重点プロジェクトの推進に向けて全力で取り組んでおります。 

共通基盤であります自治体のＤＸについては、令和４年６月に策定しましたこまがねＤＸ戦略に基づき、行政

手続など市民サービスの向上や市役所内の業務の効率化、学校ＩＣＴ化等も重点施策として取組を加速させてお

ります。 

また、子育て全力応援宣言は様々な幅広い施策に取り組んでおり、集中応援期間の最終年度となる今年度は不

妊治療の補助や妊婦さんタクシー券の贈呈、モンベル社製通学かばんの贈呈、１８歳までの医療費無償化などの

施策を実施してまいりました。 

全国的に少子化に拍車がかかる中で、駒ヶ根市の出生数は、最近３年間は毎年 200 人前後で推移することがで

きました。 

中心市街地の再構築につきましては、まちづくりを共に進めるＪＯＣＡが銀座通りにゴッチャ！ウェルネス

駒ヶ根をオープンし、併せて市の健康ステーション事務局を移転いたしました。個人店舗の開店に加え、来春に

は小規模保育施設のオープンなども控え、さらなる活性化が進んでまいります。 

コロナ禍で大きな打撃を受けた観光では、中央アルプス山麓における観光需要の拡大を図るため周辺スポット

と高原を結ぶ交通システムの実証実験を重ね、今年度は７月から１０月にかけ１日４便の周遊バスを走らせるこ

とができました。 

山岳観光では、令和２年３月、中央アルプスが県内４番目の国定公園に指定されました。駒ヶ根市としては初

めてクラウドファンディングを活用し檜尾小屋を全面改築し、登山者の拠点施設として今年は多くの利用者でに

ぎわいました。 

また、外務省、ＪＩＣＡと共催による駒ヶ根フォーラムの開催やシン“ＫＯＭＡＧＡＮＥ”プロジェクトの推

進などにより、世界や全国に向け駒ヶ根ブランドの発信に取り組みました。 

安心して暮らせるまちづくりに向け、企業誘致や企業等との様々な連携協定の締結をはじめ、昭和伊南総合病

院の新築移転方針の決定にも取り組んでまいりました。 

市民の皆様とは市長と語り合う会など直接対話する機会を設け、様々な御意見、御提言をいただき、市政運営

に生かしてまいりました。 

議員の皆様、市民の皆様からの叱咤激励や温かい御指導、御支援、御協力を賜りましたことに、改めて心より

感謝を申し上げます。 

残された任期も全力を尽くす覚悟であります。間もなく迎える新しい年も真摯な気持ちで取り組んでまいりま

す。引き続き議員の皆さんの御指導、御助言を賜りますようお願い申し上げます。 

結びとなりますが、年末を控え、一層慌ただしさが増す時期となります。議員の皆様、市民の皆様には、御自

愛をされましてますます御健勝にて新年を迎えられますとともに、新たな令和６年がよりよい年でありますよう

祈念申し上げまして、閉会に当たっての挨拶といたします。 
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一年間ありがとうございました。 

○議  長（小原 茂幸君） 議員はじめ関係の皆様、市民の皆様には、健康で希望に満ちた輝かしい新年を

迎えられますよう、心より御祈念申し上げます。 

これにて令和５年第６回駒ヶ根市議会定例会を閉会いたします。 

御苦労さまでございました。 

○局  長（下平 和弘君） 御起立をお願いします。（一同起立）礼。（一同礼） 

お疲れさまでございました。 

午後２時０３分 閉会
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